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金
等
が
五
億
円
以
上
の
法
人
の
一
〇

〇
％
子
会
社
は
、
中
小
企
業
特
例
措

置
（
法
人
税
の
軽
減
税
率
、
留
保
金

課
税
の
不
適
用
、
交
際
費
の
損
金
不

算
入
等
）
が
適
用
さ
れ
な
く
な
り
ま

す
。
ま
た
、
一
〇
〇
％
グ
ル
ー
プ
内

の
内
国
法
人
間
に
お
い
て
、

⒜　

受
取
配
当
に
つ
い
て
は
、
全
額

益
金
不
算
入
と
し
、
負
債
利
子
控
除

を
適
用
し
な
い

⒝　

固
定
資
産
等
の
一
定
の
資
産
を

移
転
し
た
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
譲
渡

損
益
に
つ
い
て
課
税
を
繰
り
延
べ
る

⒞　

寄
付
金
に
つ
い
て
、
支
出
法
人

に
お
い
て
全
額
損
金
不
算
入
と
す
る

と
と
も
に
受
領
法
人
は
益
金
不
算
入

と
す
る

⒟　

非
適
格
株
式
交
換
等
が
行
わ
れ

た
場
合
、
完
全
子
会
社
等
の
有
す
る

資
産
を
時
価
評
価
制
度
の
対
象
か
ら

除
外
す
る

⒠　

現
物
配
当
を
行
っ
た
場
合
、
譲

渡
損
益
の
計
上
を
繰
り
延
べ
る
。
こ

の
際
、
源
泉
徴
収
は
行
わ
な
い

　

こ
の
ほ
か
一
〇
〇
％
グ
ル
ー
プ
子

法
人
の
株
式
を
親
法
人
に
譲
渡
す
る

等
の
場
合
、
譲
渡
損
益
を
計
上
し
な

い
な
ど
が
具
体
的
な
内
容
で
す
。
そ

の
他
、
連
結
納
税
制
度
の
見
直
し
や

み
な
し
配
当
の
際
の
譲
渡
損
益
、
清

算
所
得
課
税
な
ど
資
本
取
引
に
関
し

て
も
改
正
が
な
さ
れ
ま
す
。

②
特
殊
支
配
同
族
会
社
に
お
け
る
業

務
主
宰
役
員
給
与
の
損
金
不
算
入

制
度
の
廃
止

　

特
殊
支
配
同
族
会
社
に
お
け
る
業

務
主
宰
役
員
給
与
の
損
金
不
算
入
制

度
が
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以

後
終
了
す
る
事
業
年
度
か
ら
廃
止
さ

れ
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、
個
人
事
業

主
と
法
人
役
員
と
の
課
税
の
不
平
等

を
是
正
す
る
も
の
と
し
て
十
八
年
度

税
制
改
正
で
創
設
さ
れ
た
も
の
で
す

が
、「
二
重
控
除
」
問
題
を
解
消
す

る
手
段
と
し
て
は
疑
問
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
今
回
の
改
正
で
は

こ
の
制
度
を
廃
止
し
、
二
十
三
年
度

税
制
改
正
に
お
い
て
抜
本
的
な
措
置

を
講
じ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

③
そ
の
他
、
適
用
期
限
の
延
長
な
ど

　

三
十
万
円
未
満
の
少
額
減
価
償
却

資
産
の
損
金
算
入
、
交
際
費
の
損
金

不
算
入
制
度
と
中
小
企
業
の
損
金
算

入
の
特
例
、
中
小
企
業
者
が
機
械
等

を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却
、
試

験
研
究
費
に
係
る
税
額
控
除
制
度

︱
︱
等
の
租
税
特
別
措
置
は
、
そ
れ

ぞ
れ
適
用
期
限
が
二
年
延
長
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
方
、
情
報

基
盤
強
化
税
制
、
資
源
再
生
化
設
備

等
の
特
別
償
却
制
度
等
に
関
し
て
は
、

二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
の
適
用
期

限
で
廃
止
と
な
り
ま
し
た
。

２
．
所
得
税
関
係

　

子
ど
も
手
当
の
創
設
と
高
等
学
校

の
実
質
無
償
化
に
伴
い
、
扶
養
控
除

の
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
す
。

①
扶
養
控
除
の
一
部
廃
止
・
減
額

　

平
成
二
十
三
年
度
分
よ
り
、
十
五

歳
ま
で
の
扶
養
控
除
が
所
得
税
、
住

民
税
と
も
に
廃
止
さ
れ
ま
す
。
ま
た

十
六
〜
二
十
二
歳
ま
で
の
特
定
扶
養

親
族
に
対
す
る
控
除
額
の
上
乗
せ
部

分
は
廃
止
さ
れ
、
一
般
扶
養
部
分
の

み
と
さ
れ
ま
す
。
二
十
三
歳
以
上
の

来
年
度
の
税
制
改
正
は

ど
の
よ
う
な
内
容
に
な

る
の
で
す
か
。

民
主
党
政
権
下
で
の
初

め
て
の
税
制
改
正
大
綱

が
平
成
二
十
一
年
十
二

月
二
十
二
日
に
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
第
一
段
階
と
し
て
二
十
二
年
度

の
税
制
改
正
で
実
現
さ
れ
る
と
み
ら

れ
る
改
正
点
は
主
に
次
の
通
り
で
す
。

１
．
法
人
税
関
係

　

今
回
の
改
正
は
、
主
に
グ
ル
ー
プ

法
人
税
制
の
創
設
と
一
人
オ
ー
ナ
ー

会
社
課
税
の
廃
止
が
大
き
な
改
正
点

と
な
り
ま
す
。

①
グ
ル
ー
プ
法
人
税
制

　

こ
れ
は
完
全
な
資
本
関
係
の
も
と

に
あ
る
グ
ル
ー
プ
法
人
を
あ
た
か
も

一
つ
の
法
人
の
よ
う
に
取
り
扱
う
税

制
で
、
既
に
実
施
さ
れ
て
い
る
連
結

納
税
制
度
を
含
ん
だ
大
枠
で
の
制
度

の
整
備
と
な
り
ま
す
。
ま
ず
、
資
本

平
成
二
十
二
年
度
税
制
改
正

に
つ
い
て

税務
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扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
現
行
通
り
の

控
除
額
と
な
り
ま
す
（
表
）。
こ
の

改
正
は
、
所
得
税
で
は
二
十
三
年
、

地
方
税
で
は
二
十
四
年
よ
り
実
施
さ

れ
ま
す
。

②
少
額
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所

得
お
よ
び
譲
渡
所
得
等
の
非
課
税

措
置
の
創
設

　

現
行
の
、
上
場
株
式
等
に
係
る
配

当
所
得
お
よ
び
譲
渡
所
得
等
に
係
る

七
％
（
地
方
税
も
含
め
る
と
一
〇

％
）
の
軽
減
税
率
は
、
平
成
二
十
三

年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
適
用
期

限
と
な
り
、
二
十
四
年
一
月
一
日
以

降
は
本
則
課
税
の
一
五
％
（
地
方
税

も
含
め
る
と
二
〇
％
）
が
適
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、

二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
三
年
間
、

る
部
分
と
そ
れ
以
外
の
部
分
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
按
分
し
て
軽

減
割
合
を
計
算
す
る
こ
と
な
ど
、
総

じ
て
適
用
が
厳
格
化
さ
れ
ま
す
。

③
定
期
金
評
価
の
適
正
化

　

一
時
払
い
の
個
人
年
金
保
険
に
係

る
受
給
権
な
ど
、
定
期
金
に
関
す
る

権
利
の
評
価
方
法
が
見
直
さ
れ
、
こ

れ
ま
で
の
一
定
の
計
算
式
に
よ
る
評

価
か
ら
原
則
的
に
解
約
返
戻
金
相
当

額
等
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
評
価
方

法
は
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
～
二

十
三
年
三
月
三
十
一
日
の
契
約
で
か

つ
贈
与
等
で
取
得
の
も
の
、
ま
た
は

二
十
三
年
四
月
一
日
以
後
の
贈
与
等

に
よ
る
取
得
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

４
．
消
費
税

　

消
費
税
に
関
し
て
は
、
固
定
資
産

等
を
取
得
し
た
場
合
の
取
り
扱
い
に

つ
い
て
改
正
が
な
さ
れ
ま
す
。
そ
の

内
容
は
仕
入
税
額
の
調
整
措
置
の
適

正
化
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
に

よ
り
、
い
わ
ゆ
る
自
動
販
売
機
等
を

使
っ
た
、
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
の
取
得

に
係
る
消
費
税
の
還
付
ス
キ
ー
ム
が

大
幅
に
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
の
改
正
は
平
成
二
十
二
年

四
月
一
日
以
降
か
ら
適
用
さ
れ
る
予

定
で
す
。

各
年
に
お
い
て
一
人
一
口
座
の
非
課

税
口
座
を
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
口
座
内
で
投
資
す
る
こ
と
が

で
き
る
上
場
株
式
等
は
取
得
価
額
百

万
円
が
上
限
と
さ
れ
、
十
年
間
に
わ

た
っ
て
非
課
税
口
座
内
で
行
わ
れ
た

上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
お
よ

び
譲
渡
所
得
等
に
つ
い
て
は
所
得
税
、

住
民
税
と
も
に
非
課
税
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
非
課
税
口
座
を
開
設
す
る
場

合
に
は
、
開
設
し
よ
う
と
す
る
年
の

前
年
十
月
一
日
か
ら
翌
年
九
月
三
十

日
ま
で
の
間
に
、
税
務
署
長
に
対
し

開
設
確
認
書
の
交
付
申
請
を
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

③
そ
の
他
の
改
正
点

⒜　

生
命
保
険
料
控
除
額
の
改
正

　

現
行
で
は
上
限
十
万
円
の
生
命
保

険
料
（
一
般
生
命
保
険
料
五
万
円
、

個
人
年
金
保
険
料
五
万
円
）
の
所
得

控
除
つ
い
て
、
介
護
ま
た
は
医
療
を

内
容
と
す
る
主
契
約
ま
た
は
特
約
に

つ
い
て
別
枠
で
適
用
限
度
額
四
万
円

の
介
護
医
療
保
険
料
控
除
が
創
設
さ

れ
、
合
計
適
用
限
度
額
が
十
二
万
円

（
一
般
生
命
保
険
料
四
万
円
、
個
人

年
金
保
険
料
四
万
円
、
介
護
医
療
保

険
料
四
万
円
）
と
な
り
ま
し
た
。
こ

の
規
定
は
平
成
二
十
四
年
分
以
後
の

所
得
税
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

⒝　

寄
付
金
控
除
の
改
正

　

平
成
二
十
二
年
分
よ
り
、
適
用
下

限
額
が
五
千
円
か
ら
二
千
円
に
引
き

下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

３
．
相
続
・
贈
与
税
関
係

①
住
宅
取
得
資
金
の
贈
与
の
特
例
の

拡
充

　

現
行
の
住
宅
取
得
資
金
の
贈
与
非

課
税
枠
、
五
百
万
円
が
、
平
成
二
十

二
年
中
の
贈
与
に
関
し
て
は
一
千
五

百
万
円
に
、
二
十
三
年
中
は
一
千
万

円
に
拡
充
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
受
贈

者
の
合
計
所
得
が
二
千
万
円
以
下
で

あ
る
こ
と
が
条
件
に
な
り
ま
す
。

②
小
規
模
宅
地
特
例
の
見
直
し
（
平

成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
後
の
相

続
等
よ
り
）

　

相
続
人
等
が
相
続
税
の
申
告
期
限

ま
で
に
事
業
ま
た
は
居
住
を
継
続
し

な
い
宅
地
等
は
、
現
行
二
〇
〇
㎡
ま

で
五
〇
％
減
額
の
対
象
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
が
除
外
さ
れ
ま
す
。

ま
た
一
の
宅
地
に
つ
い
て
共
同
相
続

が
あ
っ
た
場
合
に
は
取
得
し
た
者
ご

と
に
適
用
要
件
を
判
定
す
る
こ
と
、

さ
ら
に
一
棟
の
建
物
の
敷
地
の
用
に

供
さ
れ
て
い
た
宅
地
等
の
う
ち
に
特

定
居
住
用
宅
地
等
の
要
件
に
該
当
す

扶養控除の改正

年齢 改正前 改正後

0〜15歳 380,000円
（330,000円）

—
—

16〜22歳 630,000円
（450,000円）

380,000円
（330,000円）

23〜69歳 380,000円
（330,000円）

380,000円
（330,000円）

※カッコ内は地方税の所得控除額


